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議案第  ７２  号  

 

 

   流山市職員の給与に関する条例及び流山市一般職の任期付職員の

採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて  

 流山市職員の給与に関する条例及び流山市一般職の任期付職員の採用

及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定

する。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  一般職の職員に係る給料表、勤勉手当及び期末手当の支給月

数並びに住居手当の額等を改定するためである。  

  



   流山市職員の給与に関する条例及び流山市一般職の任期付職員の

採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例  

 （流山市職員の給与に関する条例の一部改正）  

第１条  流山市職員の給与に関する条例（昭和２６年流山市条例第５号）

の一部を次のように改正する。  

  第２０条第２項第１号中「１００分の９２．５」を「１００分の

９７．５」に改める。  

  別表第１を次のように改める。  

 



職務
の級

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円
146,100 182,200 231,500 264,200 289,700 319,200 362,900 408,100
147,200 183,900 233,100 266,000 291,900 321,400 365,500 410,500
148,400 185,500 234,600 267,800 294,000 323,700 367,900 413,000
149,500 187,200 236,200 269,900 296,000 325,900 370,500 415,400
150,600 188,700 237,600 271,600 297,900 328,100 372,400 417,300
151,700 190,400 239,300 273,400 300,000 330,100 374,900 419,600
152,800 192,200 240,800 275,200 302,200 332,300 377,200 421,700
153,900 193,900 242,400 277,200 304,200 334,500 379,700 423,900
154,900 195,500 243,500 279,200 306,100 336,400 382,100 425,900
156,300 197,300 245,000 281,200 308,400 338,600 384,800 428,000
157,600 199,100 246,600 283,100 310,600 340,600 387,400 430,100
158,900 200,900 247,900 285,000 312,900 342,800 390,100 432,200
160,100 202,400 249,400 287,000 315,000 344,600 392,500 433,900
161,600 204,200 250,800 288,900 317,100 346,600 394,800 435,700
163,100 206,000 252,100 290,800 319,300 348,600 397,000 437,700
164,700 207,800 253,500 292,600 321,400 350,600 399,400 439,700
165,900 209,400 255,000 294,400 323,300 352,300 401,200 441,600
167,400 211,200 256,500 296,400 325,300 354,300 403,200 443,400
168,900 213,000 258,200 298,500 327,300 356,100 405,100 445,200
170,400 214,800 260,000 300,500 329,300 358,000 406,900 446,900
171,700 216,200 261,600 302,400 331,000 359,900 408,800 448,700
174,400 218,000 263,300 304,500 333,100 361,800 410,600 450,200
177,000 219,700 264,900 306,500 335,100 363,800 412,400 451,600
179,600 221,500 266,500 308,600 337,200 365,700 414,300 453,100
182,200 223,200 268,400 310,300 338,600 367,700 416,100 454,500
183,900 224,900 270,200 312,400 340,500 369,600 417,600 455,800
185,500 226,500 271,900 314,400 342,400 371,600 419,100 457,100
187,200 228,100 273,600 316,400 344,300 373,600 420,700 458,300
188,700 229,500 275,300 318,100 345,900 375,100 422,300 459,300
190,400 231,200 277,000 320,100 347,800 376,900 423,600 460,000
192,200 232,800 278,800 322,200 349,700 378,700 424,900 460,800
193,900 234,400 280,300 324,300 351,500 380,300 426,100 461,500
195,500 235,400 281,800 325,500 353,400 382,100 427,300 462,200
196,900 236,900 283,700 327,500 355,200 383,500 428,600 463,000
198,400 238,300 285,500 329,400 357,000 385,000 429,900 463,700
199,900 239,500 287,400 331,500 358,700 386,600 431,100 464,300
201,200 240,700 289,000 333,400 360,100 388,000 432,300 464,800
202,500 241,900 290,700 335,300 361,400 389,200 433,100 465,400
203,700 242,900 292,500 337,300 362,800 390,400 433,900 466,000
205,000 244,100 294,300 339,200 364,200 391,500 434,700 466,600
206,300 245,400 295,800 341,100 365,500 392,600 435,300 467,100
207,600 246,400 297,500 343,000 366,400 393,800 436,000 467,600
208,900 247,600 299,000 344,800 367,500 395,000 436,700 468,000
210,200 248,900 300,600 346,700 368,600 396,100 437,400 468,300
211,300 249,800 302,200 348,200 369,400 396,800 438,200 468,600

5
6
7
8
9
10

  別表第１（第３条関係）

行　　　政　　　職　　　給　　　料　　　表

職員
の区
分 号　給

再任
用職
員以
外の
職員

1
2
3
4

17
18
19
20
21
22

11
12
13
14
15
16

29
30
31
32
33
34

23
24
25
26
27
28

41
42
43
44
45

35
36
37
38
39
40



212,600 251,100 303,900 349,600 370,300 397,500 439,000
213,900 252,300 305,500 351,100 371,200 398,200 439,400
215,200 253,600 307,200 352,600 372,100 398,900 440,100
216,300 255,000 308,100 354,200 373,000 399,500 440,600
217,400 256,400 309,600 355,000 373,800 400,100 441,000
218,400 257,600 311,100 356,200 374,600 400,600 441,400
219,500 258,800 312,700 357,200 375,400 401,000 441,800
220,600 260,000 314,300 358,100 376,100 401,400 442,200
221,600 261,200 315,900 359,200 376,800 401,700 442,600
222,500 262,500 317,500 360,100 377,500 402,000 443,000
223,500 263,600 319,000 361,200 378,200 402,300 443,300
223,800 264,700 320,500 362,100 378,700 402,600 443,600
224,600 265,800 321,700 362,800 379,300 402,900 444,000
225,400 267,100 322,900 363,500 379,900 403,200 444,300
226,100 268,400 324,100 364,200 380,600 403,500 444,600
226,800 269,400 324,800 364,600 381,000 403,800 444,900
227,800 270,500 325,700 365,200 381,700 404,100 445,300
228,600 271,800 326,500 365,900 382,300 404,400 445,600
229,400 273,100 327,300 366,600 382,900 404,700 445,900
230,100 274,000 328,200 366,900 383,300 405,000 446,200
230,800 275,000 328,600 367,600 383,900 405,300
231,700 275,900 329,300 368,300 384,500 405,600
232,700 277,000 330,100 369,000 385,100 405,900
233,400 278,100 330,900 369,300 385,500 406,100
234,000 279,100 331,600 369,900 386,000 406,400
234,500 280,000 332,300 370,600 386,500 406,700
235,200 281,000 333,000 371,200 387,100 407,000
236,000 281,500 333,500 371,500 387,400 407,200
236,600 282,400 334,100 372,100 387,800 407,500
237,200 283,100 334,600 372,800 388,200 407,800
237,700 284,000 335,200 373,400 388,600 408,000
238,400 285,000 335,500 373,800 388,900 408,200
239,100 285,800 336,000 374,300 389,200 408,500
239,800 286,600 336,400 374,900 389,500 408,800
240,300 287,400 336,900 375,400 389,800 409,000
240,800 288,200 337,300 375,900 390,000 409,200
241,500 288,700 337,800 376,500 390,300 409,500
242,200 289,100 338,300 377,000 390,600 409,800
242,900 289,600 338,800 377,300 390,800 410,000
243,500 289,800 339,100 377,700 391,000 410,200
244,200 290,100 339,500 378,200 391,300 410,500
244,900 290,300 340,000 378,600 391,600 410,800
245,600 290,700 340,400 379,000 391,800 411,000
246,100 290,900 340,700 379,400 392,000 411,200
246,600 291,100 341,100 379,900 392,300
246,900 291,500 341,600 380,300 392,600
247,300 291,800 342,000 380,700 392,800
247,600 292,100 342,200 381,000 393,000

342,600 381,500 393,300
343,100 381,900 393,600
343,500 382,300 393,800
343,700 382,600 394,000
344,100 383,100 394,300
344,500 383,500 394,600

再任
用職
員以
外の
職員

46

53
54
55
56
57
58

47
48
49
50
51
52

65
66
67
68
69
70

59
60
61
62
63
64

77
78
79
80
81
82

71
72
73
74
75
76

89
90
91
92
93
94

83
84
85
86
87
88

95
96
97
98
99



344,800 383,900 394,800
345,100 384,200 395,000
345,500 384,700 395,300
345,900 385,100 395,600
346,300 385,500 395,800
346,800 385,800 396,000
347,200 386,300 396,300
347,600 386,700 396,600
348,000 387,100 396,800
348,500 387,400 397,000
348,900 387,900 397,300
349,200 388,300 397,600
349,500 388,700 397,800
350,000 389,000 398,000

389,500
389,900
390,300
390,600

再任
用職
員

187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 389,900

再任
用職
員以
外の
職員

101
102
103
104
105
106

100

113
114
115
116
117

107
108
109
110
111
112



第２条  流山市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  

  第１０条の３第１項中「１１，５００円」を「１６，０００円」に

改め、同条第２項中「各号に掲げる額」を「各号に定める額」に、「第

１号に掲げる額」を「第１号に定める額」に、「第２号に掲げる額」

を「第２号に定める額」に改め、同項第１号中「の各号」を削り、「掲

げ る 額」 を 「 定 め る 額」 に 改 め 、 同 号ア 中 「 ２ ３ ， ００ ０ 円 」 を

「２７，０００円」に、「１１，５００円」を「１６，０００円」に

改 め 、 同 号 イ 中 「 ２ ３ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 ２ ７ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、

「１５，５００円」を「１７，０００円」に、「１１，５００円」を

「１１，０００円」に改める。  

  第 ２ ０ 条 第 ２ 項 第 １ 号 中「１００分の９７．５」を「 １ ０ ０ 分 の

９ ５ 」に改める。  

 （流山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一

部改正）  

第３条  流山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

（平成１６年流山市条例第２８号）の一部を次のように改正する。  

  第７条第１項の表中「３７４，０００」を「３７５，０００」に改

める。  

  第８条第２項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１７２．５」

に改める。  

第４条  流山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

の一部を次のように改正する。  

  第８条第２項中「１００分の１７２．５」を「１００分の１７０」

に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条並

びに附則第５項の規定は、令和２年４月１日から施行する。  

 （適用）  

２  第１条の規定（流山市職員の給与に関する条例（以下「給与条例」

という。）別表第１の改正規定に限る。）による改正後の給与条例の

規定及び第３条の規定（流山市一般職の任期付職員の採用及び給与の

特例に関する条例（以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項



の改正規定に限る。）による改正後の任期付職員条例の規定は、平成

３１年４月１日から、第１条の規定（給与条例別表第１の改正規定を

除く。）による改正後の給与条例の規定及び第３条の規定（任期付職

員条例第７条第１項の改正規定を除く。）による改正後の任期付職員

条例の規定は、令和元年１２月１日から適用する。  

 （適用日前の異動者の号給の調整）  

３  平成３１年４月１日（以下「適用日」という。）前に職務の級を異

にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日にお

ける号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異

動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、

市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。  

 （給与の内払）  

４  第１条の規定による改正後の給与条例又は第３条の規定による改正

後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定

による改正前の給与条例又は第３条の規定による改正前の任期付職員

条例の規定により支給された給与は、それぞれ第１条の規定による改

正後の給与条例又は第３条の規定による改正後の任期付職員条例の規

定による給与の内払とみなす。  

 （住居手当に関する経過措置）  

５  第２条の規定の施行の日（以下この項において「一部施行日」とい

う。）の前日において同条の規定による改正前の給与条例第１０条の

３の規定により支給されていた住居手当の月額が２，０００円を超え

る職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に

係る住宅（貸間を含む。）を借り受け、家賃（使用料を含む。以下こ

の項において同じ。）を支払っているもののうち、次の各号のいずれ

かに該当するもの（規則で定める職員を除く。）に対しては、一部施

行日から令和３年３月３１日までの間、第２条の規定による改正後の

給与条例第１０条の３の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相

当する額（当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、

当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第２号において

「旧手当額」という。）から２，０００円を控除した額の住居手当を

支給する。  

（１）改正後の給与条例第１０条の３第１項各号のいずれにも該当しな



いこととなる職員  

（２）旧手当額から改正後の給与条例第１０条の３第２項の規定により

算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が２，０００円

を超えることとなる職員  

 （規則への委任）  

６  前３項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。  

 



議案第  ７３  号  

 

 

   流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について  

 流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり制定する。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  常勤の特別職の職員の期末手当の支給月数を改定するためで

ある。  

  



   流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例  

第１条  流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例（昭和５２年

流山市条例第５号）の一部を次のように改正する。  

  第４条中「１００分の２２０」を「１００分の２２５」に改める。  

第２条  流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を次の

ように改正する。  

  第４条中「１００分の２２５」を「１００分の２２２．５」に改

める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令

和２年４月１日から施行する。  

 （適用）  

２  第１条の規定による改正後の流山市特別職の職員の給与及び旅費に

関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和元年１２

月１日から適用する。  

 （期末手当の内払）  

３  改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定によ

る改正前の流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に

より支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内

払とみなす。  



議案第  ７４  号  

 

 

   流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について  

 流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  流山市議会議員の期末手当の支給月数を改定するためである。 

  



   流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例  

第１条  流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和

３１年流山市条例第６４号）の一部を次のように改正する。  

  第６条第２項中「１００分の２１２．５」を「１００分の２１７．５」

に改める。  

第２条  流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を次のように改正する。  

  第６条第２項中「１００分の２１７．５」を「１００分の２１５」

に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令

和２年４月１日から施行する。  

 （適用）  

２  第１条の規定による改正後の流山市議会議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和

元年１２月１日から適用する。  

 （期末手当の内払）  

３  改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定によ

る改正前の流山市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

規定により支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手

当の内払とみなす。  



議案第  ７５  号  

 

 

   流山市総合計画基本構想・基本計画を定めることについて  

 流山市総合計画基本構想・基本計画を別冊のとおり定める。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  流山市基本構想及びその下位計画である後期基本計画の計画

期間が令和２年３月に終了することから、新たに令和２年４月

からの流山市総合計画基本構想・基本計画を定めるに当たり、

流山市自治基本条例（平成２１年流山市条例第１号）及び流山

市議会基本条例（平成２１年流山市条例第１０号）に基づき議

会の議決を求めるためである。  

 

 



議案第  ７６  号  

 

 

   姉妹都市の締結について  

 流山市と北上市との間において、別紙盟約により姉妹都市を締結する。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  北上市と姉妹都市としての久遠の盟約を結ぶためである。  



盟   約  

 

流山市と北上市の縁は、昭和６０年に開催された流山市民まつりにお

いて、北上市の伝統芸能である鬼剣舞
ばい

が披露されたことをきっかけとし

た本格的な交流に始まる。  

以降、両市は、流山市民まつりにおける北上市を代表する産品である

りんごの販売、北上市のりんごの摘花作業を通じた中学生の親交、流山

市民がふれあい市民号で北上市を訪問するなど、経済的な交流から市民

間の交流まで幅広く友好関係を育んできた。  

平成１７年には、災害時の相互応援に関する協定を締結し、両市の絆

は一層強固なものとなっている。  

そして今、流山市と北上市は、これまで築いてきた交流関係を一層深

化させるため、教育、文化、スポーツ、観光、経済、防災などのあらゆ

る面での友好と親善の絆を深め、将来に向けて、両市の更なる発展と末

永い交流を希求し、ここに姉妹都市の盟約を締結する。  

 

 



議案第  ７７  号  

 

 

工事請負契約の締結について  

市は、次の工事請負契約を締結する。  

令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

１  契 約 の 名 称  流山市立八木北小学校校舎等改修工事（建築工事） 

２  契 約 の 方 法  一般競争入札  

３  契 約 の 金 額  ３２３，９５０，０００円  

（消費税及び地方消費税を含む。）  

４  契約の相手方  流山市市野谷４２７  

          株式会社浅野工務店  流山営業所  

          所長  浅野  実  

           



参考資料  

 

流山市立八木北小学校校舎等改修工事（建築工事）概要  

 

１  工事場所   流山市美田２０８番地  

 

２  概   要  

（１）工 事 概 要  流山市立八木北小学校校舎等改修工事に係る建

築工事  

（２）構 造 ・ 規 模 

ア  渡り廊下増築  

鉄骨造  地上３階建て  延べ面積１０５．３０平方メートル  

イ  学童クラブへの改修（用途変更）  

延べ面積８０７．４７平方メートル  

（３）改 修 内 容 

ア  校舎②   

教室及び職員室等から学童クラブへの改修（用途変更）    

イ  校舎②及び校舎③   

渡り廊下増築・昇降機（エレベーター）新設  

ウ  校舎②、校舎③、校舎⑫及び校舎⑳  

（ア）教室と廊下の間仕切り不燃化改修  

（イ）普通教室背面児童用ロッカー新設  

（ウ）外構工事  

（４）敷 地 面 積  １４，６８７．１１平方メートル  

 

３  工   期   議会の議決の日の翌日から令和３年３月１５日まで  

 

４  設   計   千葉県船橋市本町五丁目１５番９号３０２  

        株式会社豊建築事務所  千葉営業所  

 

５  施   工   流山市市野谷４２７  

        株式会社浅野工務店  流山営業所  

 



６  工 事 費  ３２３，９５０，０００円  

       （消費税及び地方消費税を含む。）  

 



会 社 名

自 己 資 本 額

本　　　社

営　業　所

営 業 種 目

代 表 者

区　　　分 官　公　庁 民　　　間 合　　　計

平成３０年７月 期 297,100 474,956 772,056

令和　元年７月 期 84,780 862,269 947,049

（単位：千円） 平　　　均 190,940 668,613 859,553

　工 事 名

  発 注 者

  工事金額

  工　　期 平成28年7月2日～平成29年8月30日

  受注形態 元請

　工 事 名

  発 注 者

過去の主な工事経歴   工事金額

  工　　期

  受注形態 元請

　工 事 名

  発 注 者

  工事金額

  工　　期

  受注形態 元請

149,299,500円

平成22年6月4日～平成22年11月15日

松戸市立殿平賀小学校西校舎耐震及びトイレ改修工事

千葉県松戸市

203,688,000円

平成27年6月2日～平成28年1月15日

流山市立東小学校校舎耐震補強及びトイレ改造工事（建築工事）

千葉県流山市

建築工事業、とび・土工工事業、解体工事業

代表取締役　浅野　実

過去２か年の年間平
均完成工事高

松戸市営小金原併存住宅及び松戸市立コアラ保育所耐震改修その他工事

千葉県松戸市

226,800,000円

許　可　年　月　日
及　 び　 番　　号

平成２８年１２月２６日

千葉県知事許可（特-28）第4243号

建築工事業  とび・土工工事業

解体工事業

業    者    経    歴    表

株式会社浅野工務店

３１５，５２５千円　(資本金額   ４１，０００千円）　　　　　　　　　　

所 在 地
千葉県松戸市小金清志町三丁目５９番地

流山市市野谷４２７
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議案第  ７８  号  

 

 

   工事請負契約の変更について  

 市は、令和元年流山市議会第３回定例会で議決を経た工事請負契約を、

次のとおり変更する。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

１  契 約 の 名 称  流山市新設小学校新築工事  

２  変更前契約金額  ５，２０８，５００，０００円  

３  変更後契約金額  ５，２８４，７２７，８００円  

４  変更による増額分     ７６，２２７，８００円  

５  契 約 の 相 手 方  千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目９番１号  

           スターツ幕張ビル１２０９号室  

           松井建設株式会社  東関東営業所  

           所長  大野  伴緒  

 



参考資料  

流山市新設小学校新築工事変更概要  

 

１  工 事 場所 流山市大畔３１６番１ほか  

 

２  概 要 

（１）工 事 概 要  流山市新設小学校新築工事に係る建築工事、電気

設備工事及び機械設備工事  

（２）構造・規模 

  ア  敷地面積  ２１，１２９平方メートル  

  イ  建築面積   ５，５８８平方メートル  

  ウ  延べ面積  １２，４１９平方メートル  

（３）棟別詳細  

  ア  校舎棟  

    木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造  地上３階建て  

    延べ面積  ９，０１３平方メートル  

  イ  屋内運動場  

    木造・鉄筋コンクリート造  地上１階建て  

    延べ面積  １，２４７平方メートル  

  ウ  プール棟  

    鉄筋コンクリート造  地下１階地上２階建て  

    延べ面積  ２，１５９平方メートル  

 

３  主な変更項目及び内容        （単位：立方メートル）  

項目  変更前  変更後  

掘削工事  ９，８２５．８  １１，２５７．２  

発生土運搬  ４，９９０  １５，５３９  

発生土処分  ０  ９，７５５  

盛土  １，４７２  ３，０２２  

 

４  設 計  東京都新宿区西新宿二丁目１番１号  

        株式会社日本設計  

 

５  施  工  千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目９番１号  



        スターツ幕張ビル１２０９号室  

        松井建設株式会社  東関東営業所  
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議案第  ８０  号  

 

 

   流山市コミュニティプラザの設置及び管理に関する条例の制定に

ついて  

 流山市コミュニティプラザの設置及び管理に関する条例を別紙のとお

り制定する。  

  令和元年１１月２８日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  スポーツ利用を中心とする流山市コミュニティプラザを設置

し、その管理について必要な事項を定め、これに伴い、流山市

勤労者総合福祉センター及び勤労者体育施設を廃止するためで

ある。  



   流山市コミュニティプラザの設置及び管理に関する条例  

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第１項の規定により、流山市コミュニティプラザの設置及び管

理に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （設置）  

第２条  市は、市民のスポーツの振興及び心身ともに健康で文化的な生

活の向上を図るため、流山市コミュニティプラザ（以下「コミュニテ

ィプラザ」という。）を設置する。  

 （名称及び位置）  

第３条  コミュニティプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称  位置  

流山市コミュニティプラザ  流山市大畔２５番地の１７  

 （事業）  

第４条  コミュニティプラザは、次に掲げる事業を行う。  

（１）市民のスポーツの振興及び健康の増進に関すること。  

（２）市民の文化及び教養の向上に関すること。  

 （指定管理者による管理）  

第５条  市は、コミュニティプラザの設置目的を効果的に達成するため、

法人その他の団体であって市が指定するもの（以下「指定管理者」と

いう。）にコミュニティプラザの管理を行わせるものとする。  

２  前項の規定による指定管理者の指定手続等については、流山市公の

施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１６年流山市

条例第２７号）の定めるところによる。  

 （指定管理者が行う業務の範囲）  

第６条  指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。  

（１）コミュニティプラザの施設及び設備の維持管理に関すること。  

（２）第４条各号に掲げる事業の実施に関すること。  

（３）第１０条に規定する使用の許可に関すること。  

（４）第１１条に規定する使用の制限に関すること。  

（５）第１２条（同条第２項を除く。）に規定する使用の許可の取消し

等に関すること。  

（６）第１３条に規定する利用料金の収受及び減免並びに第１４条に規



定する利用料金の還付に関すること。  

 （開館時間）  

第７条  コミュニティプラザの開館時間は、午前９時から午後９時まで

とする。ただし、流山市教育委員会（以下「教育委員会」という。）

が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。  

 （夜間照明施設の使用時間）  

第８条  夜間照明施設の使用時間は、次に掲げる期間に応じ、当該各号

に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認め

るときは、前条の開館時間の範囲内において使用時間を変更すること

ができる。  

（１）４月から９月まで  午後６時から午後９時まで  

（２）１０月、２月及び３月  午後５時から午後９時まで  

（３）１１月から翌年の１月まで  午後４時から午後９時まで  

 （休館日）  

第９条  コミュニティプラザの休館日は、次に掲げるとおりとする。た

だし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休

館日を変更することができる。  

（１）月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）第３条に規定する休日に当たるときは、その日後

においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日とする。  

（２）１月１日から同月４日までの日及び１２月２８日から同月３１日

までの日（前号に掲げる日を除く。）  

 （使用の許可）  

第１０条  コミュニティプラザを使用しようとする者は、指定管理者の

許可を受けなければならない。  

２  指定管理者は、前項に規定する許可をする場合において、コミュニ

ティプラザの管理上必要な条件を付することができる。  

 （使用の制限）  

第１１条  指定管理者は、コミュニティプラザを使用しようとする者が

次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものと

する。  

（１）公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。  

（２）コミュニティプラザの設置の目的に反すると認められるとき。  



（３）コミュニティプラザの施設又は設備を破損するおそれがあるとき。  

（４）前各号に定めるもののほか、コミュニティプラザの管理上支障が

あるとき。  

 （使用許可の取消し等）  

第１２条  指定管理者は、第１０条の規定により使用の許可を受けた者

（以下「使用者」という。）の使用が、次の各号のいずれかに該当す

るときは、その許可を取り消し、又はその使用の全部若しくは一部を

禁止することができる。  

（１）この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。  

（２）第１０条第２項の規定による使用の許可の条件に違反したとき。  

（３）虚偽の申請その他不正の手段により使用の許可を受けたことが明

らかになったとき。  

（４）前各号に定めるもののほか、コミュニティプラザの管理上支障が

あるとき。  

２  教育委員会は、公用又は公益上その他やむを得ない理由があるとき

は、第１０条第１項の許可を取り消すことができる。  

 （利用料金）  

第１３条  使用者は、コミュニティプラザの使用に係る料金（以下「利

用料金」という。）を第１０条第１項の規定により許可を受けた使用

期日（以下「使用期日」という。）までに指定管理者に支払わなけれ

ばならない。この場合において、当該使用期日までに使用の許可の取

消しを申し出たときは、夜間照明施設の利用料金に限りその支払を要

しないものとする。  

２  利用料金の額は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て定める額とする。  

３  市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。  

４  指定管理者は、規則に定める基準に基づき、利用料金の全部を免除

し、又は一部を減額することができる。  

 （利用料金の還付）  

第１４条  既納の利用料金は、還付しない。ただし、使用者が次の各号

のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を還付するこ

とができる。  

（１）天災地変その他使用者の責めによらない事由により使用できなか



ったとき。  

（２）使用者がコミュニティプラザの施設又は設備（夜間照明施設を除

く。）の使用期日の７日前までにその使用の許可の取消しを申し出

たとき。  

（３）使用者が使用期日に夜間照明施設を使用しなかったとき。  

 （目的外使用の禁止）  

第１５条  使用者は、許可を受けた目的以外にコミュニティプラザを使

用してはならない。  

 （権利の譲渡等の禁止）  

第１６条  使用者は、許可を受けたコミュニティプラザの使用の権利を

譲渡し、又は転貸してはならない。  

 （原状回復義務）  

第１７条  使用者は、コミュニティプラザの使用を終了したとき又は第

１２条の規定によりコミュニティプラザの使用の許可を取り消された

ときは、直ちにコミュニティプラザを原状に回復しなければならない。  

 （損害賠償）  

第１８条  故意又は過失によりコミュニティプラザを損傷し、又は滅失

した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。  

 （販売行為等の禁止）  

第１９条  コミュニティプラザ及びその敷地内においては、物品の販売

その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許

可を受けた場合は、この限りでない。  

 （委任）  

第２０条  この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定

める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

 （流山市勤労者総合福祉センター並びに勤労者体育施設の設置及び管

理に関する条例の廃止）  

２  流山市勤労者総合福祉センター並びに勤労者体育施設の設置及び管

理に関する条例（平成１５年流山市条例第１１号。以下「旧条例」と

いう。）は、廃止する。  



 （経過措置）  

３  この条例の施行の日前に旧条例の規定によりなされた処分、手続そ

の他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行

為とみなす。  

別表（第１３条関係）  

施設名  区分  単位  利用料金  

Ａ会議室  １室  １時間  １５６円  

Ｂ会議室  ５１円  

Ｃ会議室  １０３円  

研修室  １０３円  

視聴覚室  １５６円  

和室１  ５１円  

和室２  ５１円  

多目的ホール兼体

育室  

専用使用  全面  １時間  １，４６５円  

半面  ７３２円  

１／６面  ４１８円  

個人使用

（２人以

内）  

１／６面  １時間  １５６円  

室外庭球場  １面  １時間  ５５０円  

夜間照明  １時間  ８８０円  

室内庭球場  １面  １時間  １，１００円  

夜間照明  １時間  ７８５円  

プール  専用使用  １時間  ２，２００円  

個人使用  小学生・

中学生・

高校生  

１回（２時

間以内）  

５１円  

小学生・

中学生・

高校生以

外の者  

１５６円  

 備考  



  １  小学校就学前の者は無料とする。  

  ２  入場料その他これに類する金銭を収受する場合の利用料金は、

この表に定める利用料金（以下「規定利用料金」という。）に

１００分の１０００を乗じて得た額とする。  

  ３  プールの専用使用は、団体が５０人以上で競技会等に使用する

場合に限る。  

  ４  市内に住所を有する者以外の者及び市内の各種団体以外の団体

が利用する場合の利用料金は、規定利用料金に１００分の２００

を乗じて得た額とする。  

  ５  この表に定めるところにより算出した額に１０円未満の端数が

生じたときは、当該端数を切り捨てる。  



議案第  ８１  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

  流山市思井福祉会館  

２  指定管理者となる団体  

  東京都文京区後楽一丁目３番６１号  

  株式会社東京ドームファシリティーズ  

  代表取締役  山田  幸雄  

３  指定の期間  

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで  



議案第  ８２  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

（１）江戸川台小学校区第１江戸川台学童クラブ  

（２）江戸川台小学校区第２江戸川台学童クラブ  

（３）江戸川台小学校区第３江戸川台学童クラブ  

（４）東深井小学校区第１もりのいえ学童クラブ  

（５）東深井小学校区第２もりのいえ学童クラブ  

（６）東深井小学校区第３もりのいえ学童クラブ  

２  指定管理者となる団体  

  流山市富士見台２丁目５番地の３、５－１０３  

  特定非営利活動法人ｇｒｅｅｎ  

  理事長  小川  恭子  

３  指定の期間  

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで  



議案第  ８３  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

（１）西初石小学校区第１西初石子どもルーム  

（２）西初石小学校区第２西初石子どもルーム  

（３）新川小学校区つくしんぼ学童クラブ  

（４）西深井小学校区たんぽぽ学童クラブ  

２  指定管理者となる団体  

  流山市富士見台２丁目５番地の３、５－１０３  

  特定非営利活動法人ｇｒｅｅｎ  

  理事長  小川  恭子  

３  指定の期間  

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで  



議案第  ８４  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

（１）八木北小学校区第１学童クラブ  

（２）八木北小学校区第２学童クラブ  

（３）小山小学校区第１おおたかの森ルーム  

（４）小山小学校区第２おおたかの森ルーム  

（５）小山小学校区第３おおたかの森ルーム  

（６）小山小学校区第４おおたかの森ルーム  

（７）長崎小学校区ひよどり学童クラブ  

２  指定管理者となる団体  

  流山市西初石３丁目１４４７番地の２  ベルツリーⅡ１０１号室  

  ＮＰＯ法人でんでんむし  

  理事長  小沼  みはる  

３  指定の期間  

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで  



議案第  ８５  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

（１）流山北小学校区第１ちびっこなかよしクラブ  

（２）流山北小学校区第２ちびっこのびのびクラブ  

（３）流山北小学校区第３ちびっこクラブ  

（４）流山小学校区第１おおぞら学童クラブ  

（５）流山小学校区第２おおぞら学童クラブ  

（６）流山小学校区第３おおぞら学童クラブ  

２  指定管理者となる団体  

  千葉県佐倉市山崎字石井戸５２９番地１  

  社会福祉法人生活クラブ  

  理事長  池田  徹  

３  指定の期間  

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで  



議案第  ８６  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

（１）鰭ケ崎小学校区第１ひまわり学童クラブ  

（２）鰭ケ崎小学校区第２ひまわり学童クラブ  

（３）鰭ケ崎小学校区第３ひまわり学童クラブ  

（４）南流山小学校区あすなろ学童クラブ  

２  指定管理者となる団体  

  流山市平和台２丁目１番地の２  

  社会福祉法人流山市社会福祉協議会  

  会長  石渡  烈人  

３  指定の期間  

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで  



議案第  ８７  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

（１）八木南小学校区そよかぜ学童クラブ  

（２）向小金小学校区第１学童クラブ  

（３）向小金小学校区第２学童クラブ  

（４）東小学校区第１あずま学童クラブ  

（５）東小学校区第２あずま学童クラブ  

２  指定管理者となる団体  

  流山市宮園１丁目３番地の１  宮園ショッピングセンター３０４  

  特定非営利活動法人ライズアップ女性サポート実行委員会  

  代表  山中  有紀  

３  指定の期間  

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで  



議案第  ８８  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

  おおたかの森小学校区学童クラブ  

２  指定管理者となる団体  

  流山市宮園１丁目３番地の１  宮園ショッピングセンター３０４  

  特定非営利活動法人ライズアップ女性サポート実行委員会  

  代表  山中  有紀  

３  指定の期間  

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで  



議案第  ８９  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

（１）流山市おおたかの森センター  

（２）流山市立おおたかの森子ども図書館  

２  指定管理者となる団体  

  東京都目黒区東山一丁目５番４号  ＫＤＸ中目黒ビル６階  

  ＮＯＡＳ  Ｆグループ  

  （代表団体）  

  東京都目黒区東山一丁目５番４号  ＫＤＸ中目黒ビル６階  

  アクティオ株式会社  

  代表取締役  淡野  文孝  

３  指定の期間  

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで  

 



議案第  ９２  号  

 

 

   流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について  

 流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり制定する。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  クリーンセンター及び森のまちエコセンターに直接搬入され

る廃棄物の処理手数料の改正その他所要の改正を行うためであ

る。  

 



   流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正す

る条例  

 流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例（平成６年流山市条

例第１２号）の一部を次のように改正する。  

 別表第１家庭廃棄物の項中「自ら市長の指定する場所へ搬入するとき

（資源化できる剪
せん

定枝を搬入するときを除く。）」を「市の収集・運搬

によらないで市長の指定する場所へ搬入するとき（剪
せん

定枝、雑草、落葉

及び竹木（以下「剪
せん

定枝等」という。）を自ら市長の指定する場所へ搬

入するときを除く。）」に、「１６５円」を「３００円」に、「資源化

できる剪
せん

定枝を自ら」を「剪
せん

定枝等を自ら」に改め、同表その他の一般

廃棄物の項を次のように改める。  

そ の 他 の 一

般廃棄物  

事業系 一般 廃棄 物を自

ら市長 の指 定す る場所

へ搬入するとき  

１ ０ キ ロ グ ラ ム

までごと  

３００円  

事業系 一般 廃棄 物を第

３０条 第１ 項の 規定に

より一 般廃 棄物 収集運

搬業の 許可 を受 けた者

が市長 の指 定す る場所

へ搬入するとき  

１ ０ キ ロ グ ラ ム

までごと  

３００円  

 別表第１備考第３項に次のただし書を加える。  

  ただし、総重量が１０キログラム未満の場合は、１０キログラムと

して手数料を算定する。  

 別表第２中「１１０円」を「３００円」に改め、同表備考に次のただ

し書を加える。  

  ただし、総重量が１０キログラム未満の場合は、１０キログラムと

して手数料を算定する。  

   附  則  

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

 

 



議案第  ９３  号  

 

 

   柏市と流山市との間の証明書の交付等の事務委託に関する協議に

ついて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規

定により、柏市と流山市との間の証明書の交付等の事務委託に関する規

約の一部を改正する規約を別紙のとおり制定することについて協議する

に当たり、同条第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項

本文の規定により議会の議決を求める。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の一部改正に伴

い、柏市と流山市との間の証明書の交付等の事務委託に関する

規約の一部を改正する規約を制定することについて協議するに

当たり、議会の議決を求めるためである。  

  



   柏市と流山市との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約の

一部を改正する規約  

 柏市と流山市との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約（平成

１３年流山市告示第１２５号）の一部を次のように改正する。  

 第１条第１号ア中「住民票記載事項証明書」の次に「並びに同法第１５

条の４第１項に規定する除票の写し」を加え、同号イ中「戸籍の附票の

写し」の次に「及び同法第２１条の３第１項に規定する戸籍の附票の除

票の写し」を加える。  

   附  則  

 この規約は、令和元年１２月２６日から施行する。  

 



議案第  ９４  号  

 

 

   流山市と我孫子市との間の証明書の交付等の事務委託に関する協

議について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第２項の規

定により、流山市と我孫子市との間の証明書の交付等の事務委託に関す

る規約の一部を改正する規約を別紙のとおり制定することについて協議

するに当たり、同条第３項において準用する同法第２５２条の２の２第

３項本文の規定により議会の議決を求める。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の一部改正に伴

い、流山市と我孫子市との間の証明書の交付等の事務委託に関

する規約の一部を改正する規約を制定することについて協議す

るに当たり、議会の議決を求めるためである。  

  



   流山市と我孫子市との間の証明書の交付等の事務委託に関する規

約の一部を改正する規約  

 流山市と我孫子市との間の証明書の交付等の事務委託に関する規約

（平成１３年流山市告示第１２６号）の一部を次のように改正する。  

 第１条第１号ア中「住民票記載事項証明書」の次に「並びに同法第１５

条の４第１項に規定する除票の写し」を加え、同号イ中「戸籍の附票の

写し」の次に「及び同法第２１条の３第１項に規定する戸籍の附票の除

票の写し」を加える。  

   附  則  

 この規約は、令和元年１２月２６日から施行する。  



議案第  ９７  号  

 

 

   流山市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市水道事業給水条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  水道法の一部を改正する法律（平成３０年法律第９２号）の

施行に伴う指定給水装置工事事業者の更新手数料の新設及びよ

り実態に即した金額となるような給水装置の新設等の申込みの

際に徴収する手数料の改定を行うほか、所要の改正を行うため

である。  

  



   流山市水道事業給水条例の一部を改正する条例  

 流山市水道事業給水条例（平成１０年流山市条例第１５号）の一部を

次のように改正する。  

 第３５条第１項中「第５条」を「第６条」に改める。  

 別表第２設計審査手数料の項手数料の欄中「４００円」を「３，５００

円」に改め、同表中材料確認手数料の項を削り、同表工事検査手数料の

項手数料の欄中「５００円」を「２，０００円」に改め、同表中指定給

水装置工事事業者登録手数料の項の次に次のように加える。  

指定給水装置工事事業者更新手数料  １件  １０，０００円  

 別表第４を削る。  

   附  則  

 （施行期日等）  

１  この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第３５条第

１項の改正規定は、公布の日から施行し、令和元年１０月１日から適

用する。  

 （適用区分）  

２  この条例による改正後の流山市水道事業給水条例別表第２の規定

（指定給水装置工事事業者更新手数料に係る規定を除く。）は、令和

２年４月１日以後の給水装置の新設等の申込みに係る手数料について

適用し、同日前の給水装置の新設等の申込みに係る手数料については、

なお従前の例による。  

 



議案第  ９８  号  

 

 

   流山市下水道条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市下水道条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  代表者等が成年被後見人等であることを理由として排水設備

指定工事店の指定要件から一律に排除している規定について、

心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、排水設備等の

新設等の事業に必要な能力の有無を判断するように適正化する

ほか、所要の改正を行うためである。  

 



   流山市下水道条例の一部を改正する条例  

 流山市下水道条例（昭和６０年流山市条例第１４号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 第８条第２項第３号ア中「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者

であって、復権していないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権

を得ない者」に改め、同号に次のように加える。  

  エ  代表者又は役員が排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営

むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが

できない者である場合  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （適用区分）  

２  この条例による改正後の流山市下水道条例（以下「改正後の条例」

という。）の規定は、この条例の施行の日以後の改正後の条例第８条

第１項に規定する指定工事店の指定に係る申請（改正後の条例第８条

第５項に規定する指定の更新の申請を含む。）について適用し、同日

前のこの条例による改正前の流山市下水道条例（以下「改正前の条

例」という。）第８条第１項に規定する指定工事店の指定に係る申請

（改正前の条例第８条第５項に規定する指定の更新の申請を含む。）

については、なお従前の例による。

 



議案第  ９９  号  

 

 

   市道路線の認定について  

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、別

紙路線を市道に認定するものとする。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    



起　点

終　点

西平井一丁目１４番７

西平井二丁目２２番７

西深井字九ノ割８２１番４１

同　　　　　所８２２番２

おおたかの森西三丁目５番１

同　　　　　　　　所６番６

おおたかの森西三丁目３番１０

同　　　　　　　　所４番６

おおたかの森西一丁目１４番７

同　　　　　　　　所７番１

おおたかの森西一丁目６番６

同　　　　　　　　所３番５

おおたかの森西一丁目６番５

同　　　　　　　　所５番９

おおたかの森南一丁目４番１０

おおたかの森西一丁目９番２

おおたかの森南一丁目３番６

おおたかの森西一丁目９番１

おおたかの森南一丁目２０番７

おおたかの森南二丁目１番１

おおたかの森北三丁目１９番５

同　　　　　　　　所同　番６

おおたかの森東四丁目１１番１

同　　　　　　　　所８番１３

おおたかの森東四丁目１２番２０

同　　　　　　　　所１１番５

おおたかの森東四丁目１１番５

同　　　　　　　　所１０番４

おおたかの森東四丁目２４番１

駒木字中橋上６９番２４

おおたかの森北三丁目２５番８

同　　　　　　　　所２４番１０

おおたかの森北三丁目２３番９

同　　　　　　　　所２５番５

おおたかの森北三丁目１９番７

同　　　　　　　　所１８番１

３ ２８０５７ 西初石５丁目区画５７号線

整理
番号

路線番号 路線名
重要な
経過地

２ ０２０９９ 西深井区画９９号線

１ ３０９ 西平井２号補助幹線

４ ２８０５８ 西初石５丁目区画５８号線

５ ２８０５９ 西初石５丁目区画５９号線

８ ２９０２４ 西初石６丁目区画２４号線

９ ２９０２５ 西初石６丁目区画２５号線

６ ２８０６０ 西初石５丁目区画６０号線

７ ２８０６１ 西初石５丁目区画６１号線

１２ ３４０１２ 東初石６丁目区画１２号線

１３ ３４０１３ 東初石６丁目区画１３号線

１０ ２９０２６ 西初石６丁目区画２６号線

１１ ３３５０７ 東初石５丁目７号自転車歩行者専用道路

１６ ３７１０４ 十太夫区画１０４号線

１７ ３７１０５ 十太夫区画１０５号線

１４ ３４０１４ 東初石６丁目区画１４号線

１５ ３７０９９ 十太夫区画９９号線

１８ ３７１０６ 十太夫区画１０６号線



起　点

終　点

おおたかの森北三丁目２２番３

同　　　　　　　　所２１番９

おおたかの森北三丁目２１番１

同　　　　　　　　所２０番４

おおたかの森北三丁目１８番６

同　　　　　　　　所２０番２

おおたかの森北三丁目１６番２

同　　　　　　　　所１３番１３

おおたかの森北三丁目１３番３

同　　　　　　　　所１４番

おおたかの森北三丁目１４番

同　　　　　　　　所２９番１２

おおたかの森西一丁目１４番８

同　　　　　　　　所３番５

おおたかの森南二丁目２７番２

同　　　　　　　　所３４番１

おおたかの森南二丁目３６番３

同　　　　　　　　所３５番１

おおたかの森南二丁目３番６

同　　　　　　　　所４番３

おおたかの森南二丁目１番１１

同　　　　　　　　所２６番２

西平井一丁目１３番１０

同　　　　所１５番９

西平井一丁目１８番７

同　　　　所３５番

西平井一丁目１２番６

同　　　　所１３番１６

西平井一丁目９番１

同　　　　所１３番１３

西平井一丁目１２０番

同　　　　所１６番１１

西平井一丁目２３番４

同　　　　所２４番１３

西平井一丁目３２番

同　　　　所１９番

１９ ３７１０７ 十太夫区画１０７号線

２０ ３７１０８ 十太夫区画１０８号線

２４ ３７１１２ 十太夫区画１１２号線

２１ ３７１０９ 十太夫区画１０９号線

２２ ３７１１０ 十太夫区画１１０号線

２３ ３７１１１ 十太夫区画１１１号線

２７ ４０１３９ 市野谷区画１３９号線

２８ ４０１４０ 市野谷区画１４０号線

２５ ４０１３７ 市野谷区画１３７号線

２６ ４０１３８ 市野谷区画１３８号線

３０ ６６０７７ 西平井区画７７号線

３１ ６６０７８ 西平井区画７８号線

２９ ４０１４１ 市野谷区画１４１号線

３４ ６６０８３ 西平井区画８３号線

３５ ６６０８５ 西平井区画８５号線

３２ ６６０８０ 西平井区画８０号線

３３ ６６０８１ 西平井区画８１号線

３６ ６６０８６ 西平井区画８６号線

整理
番号

路線番号 路線名
重要な
経過地



起　点

終　点

西平井一丁目１８番７

同　　　　所２２番１

西平井二丁目１番２１

同　　　　所２番１

西平井二丁目３番１９

同　　　　所６番１

西平井二丁目４番４

同　　　　所６番１

西平井二丁目５番２

同　　　　所４番７

西平井三丁目１８番５

同　　　　所１９番１

西平井二丁目２３番２５

同　　　　所８番１４

西平井二丁目２４番１

同　　　　所１２番１５

西平井二丁目１１番４

同　　　　所１５番８

西平井二丁目１２番２１

同　　　　所１５番１

西平井二丁目１４番１

同　　　　所１３番７

西平井二丁目１９番１

同　　　　所１３番６

西平井一丁目１４番８

同　　　　所１５番１

西平井一丁目１９番

同　　　　所１２０番

西平井二丁目３番１

同　　　　所２番８

西平井二丁目７番２６

同　　　　所６番４

思井一丁目２番

鰭ケ崎二丁目１１番

思井字赤松６２７番１

鰭ケ崎二丁目９番

３７ ６６０８７ 西平井区画８７号線

３８ ６６０８９ 西平井区画８９号線

４１ ６６０９２ 西平井区画９２号線

４２ ６６０９３ 西平井区画９３号線

３９ ６６０９０ 西平井区画９０号線

４０ ６６０９１ 西平井区画９１号線

４５ ６６１０３ 西平井区画１０３号線

４６ ６６１０４ 西平井区画１０４号線

４３ ６６０９５ 西平井区画９５号線

４４ ６６０９９ 西平井区画９９号線

５０ ６６５０３ 西平井３号歩行者専用道路

４７ ６６１０５ 西平井区画１０５号線

４８ ６６１０６ 西平井区画１０６号線

５３ ６７０２１ 思井区画２１号線

５１ ６６５０５ 西平井５号自転車歩行者専用道路

５２ ６６５０６ 西平井６号自転車歩行者専用道路

整理
番号

路線番号 路線名
重要な
経過地

４９ ６６５０２ 西平井２号自転車歩行者専用道路

５４ ６７０２２ 思井区画２２号線



起　点

終　点

思井一丁目２番

同　　　所１番６

鰭ケ崎二丁目９番

同　　　　所２番３

鰭ケ崎二丁目８番２

同　　　　所１１番

鰭ケ崎二丁目３番１

同　　　　所２番４

鰭ケ崎二丁目２番１

鰭ケ崎字塚ノ腰１２４２番

鰭ケ崎字高田９３１番９

同　　　　所９４１番８

鰭ケ崎二丁目４番６

同　　　　所５番
６１ ８１５０６ 鰭ケ崎６号歩行者専用道路

５６ ８１０９８ 鰭ケ崎区画９８号線

５７ ８１０９９ 鰭ケ崎区画９９号線

５５ ６７５０１ 思井１号自転車歩行者専用道路

整理
番号

路線番号 路線名
重要な
経過地

６０ ８１１０５ 鰭ケ崎区画１０５号線

５８ ８１１０３ 鰭ケ崎区画１０３号線

５９ ８１１０４ 鰭ケ崎区画１０４号線



yokoo1715
折れ線

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
折れ線

yokoo1715
テキスト ボックス

yokoo1715
テキスト ボックス

yokoo1715
折れ線
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議案第  １００  号  

 

 

   市道路線の廃止について  

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、

別紙市道路線を廃止するものとする。  

  令和元年１１月２８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    



起　点

終　点

東初石６丁目１８７番１０８

駒木字中橋上６９番２４

十太夫１２５番１

同　所同　　番３

十太夫１２４番７

同　所同　　番７

市野谷字立野７７２番４

同　　　　所７７８番１５

市野谷字立野７８１番

市野谷字向山４４３番

市野谷字向山５１５番

同　　　　所４９５番

西平井字道合３０１番１

西平井字前谷津１４７０番

西平井字大崎１２８２番

鰭ケ崎字塚ノ腰１２１０番

２ ３７００１ 十太夫区画１号線

重要な
経過地

１ ３４００４ 東初石６丁目区画４号線

整理
番号

路線番号 路　線　名

４ ４００１３ 市野谷区画１３号線

３ ３７００２ 十太夫区画２号線

６ ４００２０ 市野谷区画２０号線

５ ４００１７ 市野谷区画１７号線

８ ６６０３８ 西平井区画３８号線

７ ６６００６ 西平井区画６号線
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報告第  １８  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

  令和元年１１月２８日報告  

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  西平井・鰭ケ崎地区等の字の区域及び名称の変更に伴い、流

山市消防本部及び消防署の設置に関する条例の一部を改正する

条例の制定について専決処分したので、報告するためである。  



専  決  処  分  書  

 

 流山市消防本部及び消防署の設置に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第

１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  

  令和元年１０月４日  

流山市長   井  崎  義  治    



   流山市消防本部及び消防署の設置に関する条例の一部を改正する

条例  

 流山市消防本部及び消防署の設置に関する条例（昭和４１年流山市条

例第１０号）の一部を次のように改正する。  

 第３条の表流山市南消防署の項中「西平井  鰭ケ崎」を「西平井  西

平井一丁目  西平井二丁目  西平井三丁目  鰭ケ崎  鰭ケ崎二丁目」に、  

「思井」を「思井  思井一丁目」に改める。  

   附  則  

 この条例は、令和元年１０月５日から施行する。  

 



報告第  １９  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

  令和元年１１月２８日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  公用車の物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定につい

て専決処分したので、報告するためである。  

  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和元年９月１３日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  健康福祉部社会福祉課の職員が公用車（市 が 

賃借している自動車）を運転中に車線変更 を 

しようとした際、後方から走行してきた一 般 

車両と接触したことによる当該公用車の物 損 

事故  

２  発 生 年 月 日  令和元年７月２９日  

３  発 生 場 所  流山市桐ケ谷５７番地先  

（県道５号松戸野田線）  

４  相 手 方  東京都台東区松が谷一丁目３番５号  

株式会社日立オートサービス  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和元年９月１３日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １１，０１６円  

  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和元年１０月１１日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  流山市立新川小学校の職員が公務のため、公用  

車（市が賃借している自動車）で流山市役所を  

訪れた際、市役所第一庁舎裏側壁面に接触した  

ことによる当該公用車の物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和元年７月１日  

３  発 生 場 所  流山市平和台１丁目１番地の１  

（流山市役所敷地内）  

４  相 手 方  東京都港区西新橋一丁目３番１号  

日立キャピタルオートリース株式会社  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和元年１０月１１日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ３６，７７４円  

  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和元年１１月１日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  健康福祉部健康増進課の職員が市役所に郵便物  

等の書類を提出するため公用車（市が賃借して  

いる自動車）を運転中、交差点において赤信号  

で停車していた車両に追突したことによる当該  

公用車の物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和元年８月２日  

３  発 生 場 所  流山市加四丁目１８番１地先  

４  相 手 方  千葉県千葉市美浜区新港５７番地  

株式会社トヨタレンタリース千葉  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和元年１１月１日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １８１，６９１円  

  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和元年１１月５日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  流山市立西深井小学校の職員が公務のため、公  

用車（市が賃借している自動車）で流山市 役 

所を訪れた際、市役所敷地内に縦列駐車を し 

ようとしたところ、同敷地内に駐車してあ っ 

た相手方車両に接触し、損傷させたことに よ 

る物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和元年１０月１０日  

３  発 生 場 所  流山市平和台１丁目１番地の１  

（流山市役所敷地内）  

４  相 手 方  埼玉県三郷市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和元年１１月５日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １０９，０８２円  

 



報告第  ２０  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

  令和元年１１月２８日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  市が管理する公園に隣接する家屋の物損事故に係る和解及び

損害賠償の額の決定について専決処分したので、報告するため

である。  

  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和元年９月２４日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事   件   名  市が管理する松ケ丘ふるさと公園に生えている

樹木が枯れたことにより倒れ、隣接する相手方

の所有する家屋を損傷させた物損事故  

２  発 生 年 月 日  平成２９年７月２７日  

３  発 生 場 所  相手方住所地  

４  相 手 方  流山市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和元年９月２４日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ８１８，６５５円  

 



報告第  ２１  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

  令和元年１１月２８日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  市が管理する道路上で発生した物損事故に係る和解及び損害

賠償の額の決定について専決処分したので、報告するためであ

る。  

  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和元年８月２２日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事   件   名  市が管理する道路上に設置してある側溝蓋を押

さえるための鉄筋が、路肩に駐車しようとした

相手方の普通乗用自動車を損傷させたことによ

る物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和元年７月２９日  

３  発 生 場 所  流山市南流山１丁目２１番１５地先  

（市道８５００７号線）  

４  相 手 方  流山市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和元年８月２２日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １４３，２６４円  

 



報告第  ２２  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

  令和元年１１月２８日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  市が管理する流山市立東深井小学校の駐輪場の上屋が台風に

より横転し、隣接する駐車場に駐車していた相手方の自動車の

車体を損傷させた物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定

について専決処分したので、報告するためである。  

  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和元年１０月３１日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事   件   名  市が管理する流山市立東深井小学校の駐輪場の

上屋が台風により横転し、隣接する駐車場に駐

車していた相手方の自動車の車体を損傷させた

ことによる物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和元年９月９日  

３  発 生 場 所  流山市東深井８８０番１０１  

４  相 手 方  松戸市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和元年１０月３１日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ３５３，２８７円  

  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和元年１１月６日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事   件   名  市が管理する流山市立東深井小学校の駐輪場の

上屋が台風により横転し、隣接する駐車場に駐

車していた相手方の自動車の車体を損傷させた

ことによる物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和元年９月９日  

３  発 生 場 所  流山市東深井８８０番１０１  

４  相 手 方  千葉県習志野市東習志野６丁目１６番３１号  

  相 手 方  秋山木材産業株式会社  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和元年１１月６日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ９１，８２５円  

 


